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１ 調査の目的等 

⑴ 目的 
宇都宮市では，八幡山公園において，豊かな自然環境を保全・創出しながら，都市

防災や歴史文化，広域的な交流の拠点として，また，人々の交流や子育て，健康増進

など市民活動の場として，まちなかの魅力向上に寄与する空間の形成を目指して魅

力向上事業に取り組んでいます（以下，「本事業」という）。 

本事業にあたっては，既存の公園施設を生かしながら，利用者にとってより利便

性や快適性が高い新たな施設を導入するとともに，市の財政負担を軽減するため，

Ｐａｒｋ－ＰＦＩの導入など民間活力を最大限に活用することを検討しています。 

本調査は，本事業への参加意向のある民間事業者と対話を行い，導入可能な施設

や具体的な整備内容，事業収益の見込み，参画条件などを把握し，今後，策定を予

定している「公募設置等指針（以下，「事業者募集要項」という。）」等の参考にす

ることを目的としています。 

 

 

⑵ 対話型市場調査の位置付け等 
本調査は，「事業者募集要項」の策定を見据え，事業性とその確実性を高めるため

に実施するものです。 

  

≪留意事項≫ 

〇 提案された意見等は，今後策定する「事業者募集要項」の参考として活用します。 

○ 対話型市場調査で示す前提条件等は，事業者募集時の与条件を保証するものではありません。

また，事業の実施等について何ら約束するものではありません。 

○ 対象地の現地調査は自由ですが，立入禁止区域への立ち入りや，公園利用者の迷惑になる行

為は行わないでください。また，周辺住民や地域関連団体等への接触はお控えください。 
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２ 調査の流れ 

 

⑴ 対話型市場調査の流れ 
 

 

 

(2) 対話型市場調査のスケジュール 
 

実施要領の公表 令和５年 ８月２３日（水） 

現地見学会の参加申込期限 令和５年 ８月２９日（火） 

現地見学会の開催 令和５年 ８月３０日（水）～３１日（木） 

本調査への参加申込期限 令和５年 ９月２９日（金） 

参加法人への守秘義務対象資料の提供 令和５年 ９月 ４日（月）～ 

質問受付期間 令和５年 ９月 ４日（月）～ ８日（金） 

質問回答 令和５年 ９月２２日（金）頃  

提案書類の提出期限 令和５年１０月２４日（火） 

対話の実施日時及び場所の連絡 令和５年１０月１３日（金） 

対話の実施 令和５年１１月 １日（水）～ ６日（月） 

実施結果（概要）の公表 令和５年１１月下旬頃  

  

結果（概要）の公表 

宇都宮市 参加事業者 

提出 

提案書類に関するヒアリングの実施 

送付 

提出書類の提出 
提出 

参加申請書等の提出 
参加資格の確認 

守秘義務対象資料の提供 

通知 

説明会の開催 
参加 
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３ 事業の前提条件 

 

⑴ 対象公園の概要 
公園名 八幡山公園 

所在地 宇都宮市塙田５丁目２番７０号 ほか 

公園種別 総合公園 

公園面積 １１８，１０６．１７㎡ 

開設年月 昭和２年４月 

都市施設 都市公園 ※都市公園法による施設規模等の制限あり 

区域区分 市街化区域 

用途地域 第１種住居地域（建ぺい率６０％，容積率２００％） 

防火・準防火 指定なし 

風致地区 八幡山風致地区南地区（建ぺい率４０％，高さ１５ｍ） 

埋蔵文化財 埋蔵文化財法蔵地に該当 

ハザード 対象地東端が下記の区域に該当する 

・土砂災害特別警戒区域 

・土砂災害警戒区域（急傾斜地の崩壊） 

避難場所 広域避難場所（※土砂災害時は使用不可） 

主な施設 ・宇都宮タワー（展望塔）【有料】 

・動物舎【無料】 

・アドベンチャーブリッジ（１５０ｍの吊り橋） 

・交通公園（ゴーカート）【有料】 

・アドベンチャーＵ（大型複合遊具） 

・駐車場：70台(うち，身障害者用 6台) 

・競輪場（※本事業の対象外） 

利用状況 ■来園者数 

H30 R1 R2 R3 R４ 

310,958 人 312,913 人 202,605 人 277,944 人 307,495 人 

■花見期間の来園者数 

H30 R1 R2 R3 R４ 

140,476 人 18,834 人 48,080 人 71,901 人 132,815 人 

■主要施設の利用人数 

 H30 R1 R2 R3 R4 

ゴーカート 92,923 人 98,800 人 70,541 人 90,689 人 86,769 人 

宇都宮ﾀﾜｰ 37,164 人 37,152 人 11,935 人 28,850 人 39,459 人 

動物舎 7,000 人 8,542 人 8,838 人 8,893 人 17,001 人 
 

コスト状況 

（Ｒ４） 

・指定管理料等（市支出総額）：１１１，８３３千円 

・使用料（利用料金）収入：   １０，７４６千円 
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図 1 八幡山公園の区域 

 
※競輪場は，本事業の対象外とします。  

栃木県庁

事業対象
エリア
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⑵ 魅力向上にあたってのイメージ 
≪目指す姿≫ 

◆ 自然との共生 

   豊かな自然環境の保全や育成の大切さ，生息している鳥や虫，植物はもちろ

ん，カピバラ等の動物とのふれあいを通して，命の温かさ・大切さを伝え，思い

やりの気持ちや多様性への理解を育み， 

                 自然と共生した市民生活の形成に資する公園 

 ◆ 遊び，交流 

   新たな遊びや交流の機会を提供し， 

               心高鳴る経験やコミュニティの形成に資する公園 

 ◆ 心身の健康づくり 

   散歩や運動，食事，会話など日々の健康的な暮らしを支える場を提供し，  

                   市民生活の質（QOL）の向上に資する公園 

 ◆ 多様な施設・賑わいづくり 

   既存の多様な施設を生かすとともに新たな施設を導入し， 

      市内外の多様な人々が四季を通じて楽しめ，賑わいの拠点となる公園 

 

  【その他考慮事項】 

    宇都宮市では，持続可能な都市構造である「NCC」を基盤としながら，「地域

共生社会」（社会），「地域経済循環社会」（経済），「脱炭素社会」（環境）の３

つの構成要素が融合し，「人」と「デジタル」を原動力に発展を続けられるま

ち「スーパースマートシティ」の実現を目指しています。 

    https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/machi/sougoukeikaku/1028177.html 
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⑶ 事業スキーム（案） 
ア 事業手法 

都市公園法に基づく「公募設置管理制度（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ）」を活用すること

を想定していますが，その他の官民連携手法（設置管理許可，指定管理者制度，Ｐ

ＦＩ事業，ＤＢ方式等）の活用や組み合わせの提案も可能です。 

 

イ 事業期間 
Ｐａｒｋ－ＰＦＩを活用する場合の事業期間は最長２０年とし，その他の官民

連携手法の場合は法令等に基づくものとします。 

 

ウ 設置する公園施設の想定（Ｐａｒｋ－ＰＦＩを活用する場合） 
・ 公募対象公園施設 

飲食店・売店等の便益施設，自然体験施設その他（民間事業者の提案による） 

※ 民間事業者の独立採算で設置，管理運営を行う施設 

 

・ 特定公園施設 

園路，広場，駐車場，修景施設，休養施設，遊戯施設，運動施設，教養施設，

便益施設，管理施設など（民間事業者の提案による） 

※ 特定公園施設の建設費用の内，民間事業者に１割以上を負担いただきます。 

 

・ 利便増進施設（任意提案） 

自転車駐車場，地域の催しに関する情報提供のための看板・広告塔 

※ 提案する場合は，民間事業者の独立採算で設置，管理運営を行うもの 
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４ 調査内容 

実施要領，再整備基本方針，参考資料等を踏まえて，以下の項目についてご提案

ください。 

 

【調査項目】 

⑴ 本事業への参入意向 
 

⑵ 事業内容の提案 
① 再整備のテーマ（魅力向上にあたってのイメージ（目指す姿やスーパースマー

トシティ）を踏まえ，事業者として何を重視して提案するか） 

② 導入機能，施設構成，施設規模，必要駐車台数 

③ ゾーニング，施設配置計画，動線計画 

④ 本公園へのアクセスの考え方（公共交通やモビリティの活用，周辺道路との調

整，渋滞対策など） 

⑤ 予想来園者数，投資計画及び事業収支計画 

⑥ 提案事業の実施によって期待される効果（本公園の魅力向上，公園周辺および

本市のまちづくりへの効果，市財政負担への軽減効果，経済波及効果など） 

 

⑶ 事業の実施条件について 
① 事業スキーム（事業手法，事業期間，官民の役割・費用分担，リスク分担など） 

② 宇都宮市が負担することになる整備費，維持管理・運営費 

③ 維持管理・運営に関する意見（維持管理・運営の範囲，営業時間，駐車場の運営

など） 

④ 事業スケジュールに関する意見（設計・建設の期間など） 

 

⑷ その他 
① 事業実施にあたっての課題・条件など 

② 宇都宮市に求める支援や配慮事項 

③ 事業全般に関する意見・要望等  
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５ 参加資格 

 

⑴ 基本要件 
本調査への参加事業者としての基本要件は，次のとおりです。 

 

本事業の実施主体（本公園の再整備又は管理運営の主体）となる意向を有すると

ともに，安定した事業運営ができる企画力，技術力及び経営能力を有する法人であ

ること。 

 

・ 法人は，日本国の法律に基づく法人格を有する者です。 

・ 複数の参加申請を行うことはできません。 

・ 個人は，提案事業者になることはできません。 

 

⑵ 参加の制限 
次に掲げる事項に抵触する法人は，参加事業者として参加することはできません。 

 

・ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項第１号か

ら第３号，同上第２項第１号から第７号及び第１６７条の５第１項に該当する者

として，市への入札参加の制限を受ける場合 

 

・ 経営不振の状態（破産手続き，会社更生手続き，またはその他類似の手続き開始

の申立てがなされたとき，特別清算手続き，または会社整理手続きが開始された

とき，手形取引停止処分がなされたとき）である場合 

 

・ 租税が未納の場合 

国税（法人税，消費税），県税，市町村税 

 

・ 宇都宮市暴力団排除条例（平成２３年宇都宮市条例第３７号）に定める暴力団

員等，暴力団経営支配法人等又は暴力団員と密接な関係を有すると認められる法

人 

 

（注意） 

上記の事態がヒアリングの終了までの期間に発生した場合は，当該参加事業者

は失格となります。 
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６ 参加手続き 

⑴ 調査への参加申込み 
本調査への参加を希望する場合は，【(様式３号）参加申請書類チェック表】から

【（様式５号）暴力団排除に関する誓約書】までに必要事項を記入し，件名を「対話型

市場調査参加申込み（事業者名）」として，申込先へ電子メールにて御提出ください。

（※ 様式５号「暴力団排除に関する誓約書」は原本を郵送してください。） 

 

ア   申込受付期間 
令和５年８月２３日(水） ～ ９月２９日(金）午後５時まで 

イ   申込先 
下記 提出先のとおり 

 

〇参加申請書類 

・ 様式３号「参加申請書類チェック表」（参加申請書類の最初に添付し提出） 

・ 様式４号「個別対話参加申込書」 

・ 様式５号「暴力団排除に関する誓約書」 

 

⑵ 現地見学会の参加申込 
令和５年８月３０日（水），８月３１日(木)に，参加申込者を対象として現地見

学会を行います。参加を希望する場合は，下記の通り，【（様式１号）現地見学会参

加申込書】に必要事項を記入し，件名を「対話型市場調査見学会参加（事業者名）」

として，申込先へ電子メールにて御提出ください。 

 

ア  参加申込受付期間 

令和５年８月２３日(水） ～ ８月２９日(火）正午まで 

イ  申込先 

下記 提出先のとおり   

 

⑶ 質問の受付 
本調査の実施内容について質問がある場合は，【（様式２号）質問書】に必要事項

を記入し，件名を「対話型市場調査質問（事業者名）」として，申込先へ電子メール

にて御提出ください。 

 

ア  質問受付期間 
令和５年９月４日（月） ～ ９月８日（金）午後５時まで 

イ  申込先 
下記 提出先のとおり 

ウ  質問回答 
令和５年９月下旬頃に，宇都宮市ホームページで公表します。 

エ  その他 
全ての質問に回答するとは限りません。本調査の実施上，必要と認めたものにつ



 

１０ 

いてのみ回答します。 

 

⑷ 参加辞退 
参加申請書類の提出後に参加を辞退する法人は，様式７号「辞退届」を提出書類

受付の締切日までに提出してください。 

 

⑸ 参加資格の確認 
・ 参加資格有無の確認は，参加申請書類及び添付書類により行います。 

・ 参加申請に関し当該書類の提出法人に問い合わせる場合があります。 

・ 結果通知において，参加資格の有無について通知を行います。 

・ 結果通知は，様式４号「個別対話参加申込書」に記載の担当者へ電子メールにて

行います。 

 

⑹ 守秘義務対象資料の提供 
様式４号及び様式６号を提出した参加法人に対して，守秘義務対象資料を提供し

ます。 

（※ 様式６号「守秘義務に関する誓約書」は原本を郵送してください。） 

 

ア  提供方法 
様式４号及び様式６号を提出した法人に該当資料を電子メール等で送付します。 

イ  提供日 
令和５年９月４日(月）以降 

 

⑺ 提案書類の提出 
本調査への参加が認められた事業者は，期日までに【（様式８号）事前ヒアリング

シート】，【（任意様式）提案書】及び【（様式９号）投資計画及び事業収支計画（任意

様式でも可）】に必要事項を記入し,申込先へ電子メールで御提出ください。 

 

ア  提出期間 
令和５年１０月２４日(火）午後５時まで 

イ  申込先 
下記 提出先のとおり 

 

⑻ 対話の実施 
提案書類を提出した事業者には，様式４号「個別対話参加申込書」に記載の担当

者へ電子メールにて個別に対話の日時を連絡します。 

 

ア  対話開催日時の連絡 
令和５年１０月１３日(金）まで 

イ  対話の実施 
令和５年１１月１日(水） ～ ６日(月）を予定  



 

１１ 

 

７ 提出書類の提出 

⑴ 提案書類 
・ 様式８号「事前ヒアリングシート」，「（任意様式）提案書」，様式９号「投資計

画及び事業収支計画（任意様式でも可）」を使用して必要事項を回答してくださ

い。 

・ それぞれの様式について複数の回答を行うことはできません。 

ア  回答時の留意点 
・ 書式，フォントは自由ですが，文字サイズは１０．５ポイント以上を基本とし

てください。 

・ 本実施要領，守秘義務提供資料等を踏まえて回答してください。 

・ 様式１～９号のほか，補足資料を任意様式にて提出することも可能です。対話

に必要と考える資料があれば，提案書類の提出時に併せて提出してください。 

イ  提出部数等 
・ 提案書類は，紙媒体で３部提出してください。併せて様式８～９号はＷｏｒｄ

データ，その他の様式及び補足資料はＰＤＦデータとしてＷｉｎｄｏｗｓで読

込み可能なＣＤ－ＲＯＭ（１枚）に保存し提出してください。 

・ 提出書類の受付後，内容の変更はできません。ただし軽微な変更は除きます。 

・ 受付期間，提出方法，様式等は「８ 受付期間等」を参照してください。 

 

⑵ 回答の無効 
次のいずれかに該当する場合，回答は無効とします。 

・ 参加申請書類，提案書類等，市へ提出した書類（以下「提出書類」という。）

に虚偽の記載があった場合 

・ 提出書類に第三者の著作権，その他知的財産権に抵触する内容を含んでいる

場合 

 

⑶ 対話内容の取扱い 
対話型市場調査の結果については，令和５年１１月下旬頃にその概要の公表を予

定しています。（公表にあたっては，参加事業者に事前に公表内容を確認します。） 

なお，知的財産権保護の観点から，概要のみを公表することとし，参加事業者名

については，公表しません。 

 

⑷ その他 
・ すべての提出書類において，使用する言語は日本語とし，単位は計量法（平成

４年５月２０日法律第５１号）に定めるもの，通貨単位は円，時刻は日本標準時

とします。 

・ 本調査に参加した事業者は，市との対話において知り得た対象区域等に係る

情報等について，守秘義務を負います。 

・ 本調査への参加に要する費用（対話への参加，資料作成等）は，全て参加事業

者の負担とします。  
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８ 受付期間等 

⑴ 提出書類の受付期間等 
提出書類に関する受付期間，提出書類は次のとおりです。 

項目 受付期間 提出書類 

参加申込 
令和５年 ９月２９日（金）午後５時まで 

様式３～５号 

守秘義務対象資料 様式６号 

現地見学会 令和５年 ８月２９日（火）正午まで 様式１号 

質問 
令和５年 ９月 ４日（月）から 

令和５年 ９月 ８日（金）午後５時まで 
様式２号 

提案書類 令和５年１０月２４日（火）午後５時まで 
様式８～９号， 

補足資料，CD-ROM 

 

⑵ 様式集 
本対話型市場調査の様式は，次のとおりです。 

項目 様式番号 様式名 

説明会・質問関係 様式１号 現地見学会参加申込書 

 様式２号 質問書 

参加申請関係 様式３号 参加申請書類チェック表 

 様式４号 個別対話参加申込書 

 様式５号 暴力団排除に関する誓約書 

 様式６号 守秘義務に関する誓約書 

 様式７号 参加辞退届 

提案書類関係 様式８号 事前ヒアリングシート 

様式９号 投資計画及び事業収支計画（任意様式でも可） 

任意様式 提案書（任意様式） 

補足資料 任意様式 ※任意提出 

 

⑶ 提出先及び連絡先 
提出書類の提出先及び連絡先は，次のとおりです。 

 

 

⑷ 関連調査等への協力 

本調査終了後も必要に応じて，追加ヒアリング（文書，電話，e‐ｍａｉｌでの照

会を含む）やアンケート，参考見積への対応等をお願いすることがありますので，

その際は御協力をお願いします。  

〒３２０－８５４０ 栃木県宇都宮市旭１丁目１番５号 

宇都宮市 都市整備部 公園管理課 企画グループ 

担当者：澤田，越井 

電話 ：０２８（６３２）２９８５ 

電子メール：u55002200@city.utsunomiya.tochigi.jp 

mailto:u55002200@city.utsunomiya.tochigi.jp
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■ 用語の定義 

用 語 説 明 

Ｐａｒｋ－ＰＦＩ ・平成２９年の都市公園法改正により，都市公園における民間資金を活

用した新たな整備・管理手法として新たに設けられた「公募設置管理

制度」のこと。 
・飲食店や売店等の公園利用者の利便の向上に資する公募対象施設公

園施設の設置と，当該施設から生ずる収益を活用して，その周辺の園

路，広場等の一般の公園利用者が利用できる特定公園施設の整備・改

修等を一体的に行う者を，公募により選定する制度。 

公募対象公園施設 ・都市公園法第５条の２第１項に規定する「公募対象公園施設」のこと。 
・飲食店，売店等の公園施設であって，都市公園法第５条第１項の許可

の申請を行うことができる者を公募により決定することが，公園施設

の設置又は管理を行う者の公平な選定を図るとともに，都市公園の利

用者の利便の向上を図る上で特に有効であると認められるもの。 

 （例：カフェ，レストラン，売店，屋内子供遊び場，等） 

特定公園施設 ・都市公園法第５条の２第２項第５号に規定する「特定公園施設」のこ

と。 
・公園管理者との契約に基づき，公募対象公園施設の設置又は管理を行

うこととなる者が認定公募設置等計画に従い整備する園路，広場等の

公園施設であって，公募対象公園施設の周辺に設置することが都市公

園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものと認められるもの。 

利便増進施設 ・都市公園法第５条の２第２項第６号に規定する「利便増進施設」のこ

と。Ｐａｒｋ－ＰＦＩにより選定された者が占用物件として設置でき

る自転車駐車場，地域における催しに関する情報を提供するための看

板・広告塔を指す。 

公募設置等計画 ・都市公園法第５条の３の規定に基づき，公募設置管理制度に応募する

民間事業者等が公園管理者に提出する計画。 
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■ Ｐａｒｋ－ＰＦＩのイメージ 

 
出典：都市公園の質の向上に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩ活用ガイドライン（国土交通省） 

 

 

■ 公園施設の種類及び公募対象公園施設 

 

出典：都市公園の質の向上に向けたＰａｒｋ－ＰＦＩ活用ガイドライン（国土交通省） 
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